
【新制度未移行幼稚園の保育料（※）について】

幼児教育無償化により、上記保育料から月額上限25,700円を
差引いた金額が施設への支払金額となります。

【新制度幼稚園の保育料（◆）について】

幼児教育無償化により利用者負担額は無償となりますが、施
設が定める特定負担額（上乗せ徴収額）の支払いがあります。
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